
坂井市 子ども・子育て支援事業計画における量の見込み（ニーズ量） 

 

認

定 

区

分 

対象事業 事業概要 
平成 25年度 

実績 

対象 

年齢 

ニーズ量（調査結果からの利用意向） 

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 単位 

1 
１

号 

教育標準時間認定 

（幼児園および幼稚園） 
＜専業主婦（夫）家庭、就労時間短家庭

＞ 

以下の事業を認定区分ごとに整理したもの 

■施設型給付 

・認定こども園 

・幼稚園 

・保育所 

■地域型保育給付 

・小規模保育（利用定員6 人以上19 人以下） 

・家庭的保育（利用定員5 人以下） 

・居宅訪問型保育 

・事業所内保育 

19 園 

在園児  

447 人 

 

3～5 歳 263 262 262 264 259 人／年 

2 
２

号 

保育認定①（幼稚園） 
＜共働きであるが幼稚園利用のみの家庭＞ 

3～5 歳 258 258 257 259 255 人／年 

幼稚園計 521 520 519 523 514 人／年 

保育認定②（保育園） 

30園 

在所児 

3,300 人 

 
（定員3,405人） 

3～5 歳 1,772 1,770 1,767 1,779 1,752 人／年 

3 
３

号 

保育認定③ 

（保育園＋地域型保育） 

0 歳      人／年 

1・2 歳 1,141 1,124 1,115 1,099 1,083 人／年 

保育園計 
（０歳児以外） 

2,913 2,894 2,882 2,878 2,835 人／年 

4 延長保育事業 
保育時間の延長に対する需要に対応するために、11 時間の

保育所開所時間を越えて保育を行う。 
30 か所 897 人 0～5 歳 579 575 571 569 561 人／年 

5 
放課後児童クラブ 

（放課後児童健全育成事業） 

保護者の就労や疾病等の理由で、放課後に保護を受けるこ

とができない小学校就学児童に対して、学校や児童館など

で、放課後に生活の場、適切な遊びの場を提供する。 

33 か所 1,126人 1～3 年生 1,058 1,042 1,010 953 953 人／年 

７か所 61 人 4～6 年生 460 457 457 466 458 人／年 

6 子育て短期支援事業 

【短期入所生活援助（ショートステイ）事業】  

保護者の疾病や仕事、育児不安や育児疲れ等の理由で、児童を

児童養護施設等で一時的に預かる。 

【夜間養護等（トワイライト）事業】  

平日の夜間又は休日に、家庭において児童を養育することが困難となった場

合等に、児童を児童養護施設等において保護し、生活指導、食事の提供等

を行う。 

ショートステイ 

３か所 

13 人日／年 
 

（参考 H23年度 

31 人） 

0～18 歳 28 27 27 27 27 人日／年 

7 地域子育て支援拠点事業 
公共施設や保育所等の地域の身近な場所で、子育て中の

親子の交流・育児相談等を行う。 
ひろば型３か所 

センター型３か所 
2,143組回/月 0～2歳 3,713 3,657 3,622 3,568 3,516 組回/月 

8 

一時預かり事業 

・幼稚園における在園児を対象とした一時預かり 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児

又は幼児について、主に昼間において、保育所やその他の場

所で一時的に預かる。 

実績なし 実績なし 
3～5

歳 

１号 164 164 164 165 162 

人日／年 
2号 68,721 68,636 68,493 68,978 67,923 

・その他 11 か所 
2,879人日／

年 
0～5歳 

416 412 410 408 402 

9 病児保育事業 
発熱等の急な病気や病気からの回復期などで、集団保育が

困難な児童を一時的に医療機関において保育を行う。 ２か所 
1,395 人日

／年 
0～5 歳 

1～6 年生 
2,898 2,870 2,840 2809 2,774 人日／年 

10 
ファミリー・サポート・センター事業 

（子育て援助活動支援事業） 

児童の預かり等の援助を受けることを希望する者（依頼会

員）と援助を行うことを希望する者（援助会員）との相互援助

活動に関する連絡・調整を行う。 

実績なし 実績なし 
1～3 年生 0 0 0 0 0 人日／年 

4～6 年生 0 0 0 0 0 人日／年 

11 利用者支援事業 

教育・保育施設や地域の子育て支援の事業等の利用につ

いて情報集約と提供を行うとともに、子どもや保護者から施

設・事業等の利用に当たっての相談に応じ、必要な情報提

供・助言をし、関係機関との連絡調整等を行う。 

― ― 
0～5 歳 

1～6 年生 
     ― 

 
 

０歳児は育児休業取得者割合を用いた検討方法を国が検討中 

今後の幼稚園の一時預かり保育実施意向等と合わせて検討が必要です。 

別 紙 


